
ひ
ろ
し
ま
産
学
共
同
研
究
拠
点
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

 
 

令
和
五
年
八
月
三
十
一
日 

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

広
島
県
規
則
第
五
十
七
号 

ひ
ろ
し
ま
産
学
共
同
研
究
拠
点
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

ひ
ろ
し
ま
産
学
共
同
研
究
拠
点
管
理
規
則
（
平
成
二
十
六
年
広
島
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 



改 正 後 改 正 前 
 
別記様式第１号（第３条関係） 

 
 

施設利用申請書 

（略） 

（略） 

利 用 目 的 

□ 新製品・新技術開発 

□ 品質改善・品質保持 

□ 原因究明（クレーム対応等） 

□ 他者への証明 

□ 定期的な試験検査 

□ その他（        ） 

合計金額（税込） （略） 

消 費 税 額        円 

領 収 年 月 日    年  月 日 

（略） 

（略）  

注 （略） 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別記様式第１号（第３条関係） 

 
 

 

注 （略） 
 

施設利用申請書 

（略） 

（略） 

利 用 目 的 

□ 新製品・新技術開発 

□ 品質改善・品質保持 

□ 原因究明（クレーム対応等） 

□ 他者への証明 

□ 定期的な試験検査 

□ その他（        ） 

合 計 金 額 （略） 

領収年月日          

（略） 

（略）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
様式第２号（第３条関係） 

 
 

設備利用申請書 

（略） 

（略） 

利 用 目 的 

□ 新製品・新技術開発 

□ 品質改善・品質保持 

□ 原因究明（クレーム対応等） 

□ 他者への証明 

□ 定期的な試験検査 

□ その他（        ） 

小計（税込） （略） （略） 

消 費 税 額           

合計金額（税込）        円 

（略）  

注 （略） 

 
 

 
様式第２号（第３条関係） 

 
 

 

注 （略） 
 

設備利用申請書 

（略） 

（略） 

利 用 目 的 

□ 新製品・新技術開発 

□ 品質改善・品質保持 

□ 原因究明（クレーム対応等） 

□ 他者への証明 

□ 定期的な試験検査 

□ その他（        ） 

小 計 （略） （略） 

合 計 金 額        円 

（略）  

 
 



 
様式第５号（第７条関係） 

 

 

機器操作等依頼書 

（略） 

（略） 

コード 
項目 単位 単価（円） 手数料（円） 

種別 類別 

（略） (略) (略) (略) (略) (略) （略） 
  

（略） 

成 績 書 の 副 本 

又 は 証 明 書 

□和文    

□英文    

  枚 

  枚 

合 計 金 額 

（ 税 込 ） 
        円                

交 付 方 法 □郵送    □手交 消 費 税 額         円 

成績書の利用目的 

□ 新製品・新技術開発       □ 品質改善・品質保持 

□ 原因究明(クレーム対応等) □ 他者への証明 

□ 定期的な試験検査         □ その他（    ） 

領収年月日   年  月  日 

取 扱 者 印          

（略） 

注 （略） 

 
 

 
様式第５号（第７条関係） 

 

 

機器操作等依頼書 

（略） 

（略） 

コード 
項目 単位 単価 手数料 

種別 類別 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) （略） 
円 円 

（略） 

成 績 書 の 副 本 

又 は 証 明 書 

□和文    

□英文    

  枚 

  枚 

合計金額               円 

領収年月日   年  月  日 

交 付 方 法 □郵送   □手交 取扱者印          

成績書の利用目的  該当する項目の番号に○印を付けてください。 

１ 新製品・新技術開発  ２ 品質改善・品質保持  ３ 原因究明（クレーム対応等） 

４ 他者への証明   ５ 定期的な試験検査  ６ その他［           ］ 

 

（略） 

注 （略） 

 
 

 



 
 
 

附 

則 

 
こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


